
 

 

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金 

（趣旨） 

第１条 市長は、児童福祉施設等（以下「施設」という。）の整備を促進するため、社会福祉法人等

が行う施設建設等の事業に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規

則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、当該社会福祉

法人等に対し補助金を交付する。 

（補助事業等） 

第２条 この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助金の対象とする者（以

下「補助事業者」という。）は、次に掲げるものとする。 

（１） 別表１に掲げる施設の種類ごとに定める設置根拠により設置主体が行う施設整備に係る事 

業 

（２） 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱（「就学前教育・保育施設整備交付金の交付につ 

いて」令和７年９月１９日付けこ成事第４９７号こども家庭庁長官通知）別紙。以下「国要綱」

という。）に定める保育所の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等に係る事業 

（３）その他市長が特に必要と認めた社会福祉法人、公益社団法人又は公益財団法人が行う施設整

備に係る事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認め

られる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（３）職員の宿舎に要する経費 

（４）防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用 

（５）その他施設整備費として適当と認められない費用 

（補助基準額の算定方法） 

第３条 補助基準額は次のとおり算定するものとする。 

（１）前条第１項第１号及び第３号に掲げる補助事業の場合、別表２に掲げる整備区分ごとに、別 

表３に掲げる算定方法により算定した額とする。 

（２）前号にあわせて別表４に掲げる事業を実施するための整備を行うときは、前号により算定し

た額に、同表に掲げる算定方法により算定した額を加えることができる。 

（３）前条第１項第２号に掲げる補助事業の場合、国要綱に規定する算定方法により算定した額と

する。 

（補助金の額） 

第４条 補助額は次のとおり算定するものとする。 

（１）第２条第１項第１号及び第３号に掲げる補助事業の場合、前条により算定した補助基準額に

別表５に掲げる算定方法により算定した額とする。ただし、補助事業に民間助成金（お年玉付

き郵便葉書等寄付金配分金、又は、公益財団法人 JKA 若しくは公益財団法人日本財団による

助成金その他これらに類するものをいう。）の交付を重複して受ける場合においては、補助の対

象から除く。 

（２）第２条第１項第２号に掲げる補助事業の場合、前条により算定した補助基準額を基に国要綱

に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、別に補助額を決定するこ

とができるものとする。 



 

 

（交付の申請） 

第５条 補助事業者は、規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、千葉市

民間児童福祉施設建設費等補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を

除く。）をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の一部又は

全部を市に納付させることがあること。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な

管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

（６）補助事業者は補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておくこと。 

（７）事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。 

（８）事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業

者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及

び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。 

（９）その他市長が必要と認める事項 

２ 第２条第１項第２号に掲げる補助事業の場合、前項に加えて、次の各号に掲げる条件を附する

ものとする。 

（１）補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受

けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

（２）補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約

の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることは承諾してはならない。 

 （交付決定通知） 

第７条 規則第６条の規定による通知は、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付決定通知書

（様式第２号）によるものとする。 

（変更交付の申請等） 

第８条 第６条第１号の規定による承認を受け補助金の変更交付の申請をしようとするときは、千

葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業変更交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、補助金の変

更交付を決定し、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金変更交付決定通知書（様式第４号）に

より、通知するものとする。 

３ 第６条第２号の規定による承認を受けようとするときは、千葉市民間児童福祉施設建設費等補

助事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を調査し、補助事業の中止又は廃止を決

定し、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第６号）により、



 

 

通知するものとする。 

（状況報告） 

第９条 規則第１０条の規定による状況報告をしようとするときは、工事の着工状況について作成

した千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業工事着工報告書（様式第７号）を着工日から５日

以内に、補助金の交付決定に係る年度の１２月末現在で作成した千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業工事進捗状況報告書（様式第８号）を当該年度の１月１０日までに、それぞれ市長に

提出して行わなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による報告をしようとするときは、補助事業が完了したときから起

算して１５日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業を中止し、又

は廃止したときは、承認を受けた日から１５日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業実績報告書（様式第９号）を市長に提出しなければな

らない。なお、事業が翌年度にわたるときは、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金年度終了

報告書（様式第１０号）をこの補助事業の交付決定に係る市の会計年度の翌年度の４月１５日ま

でに市長に提出しなければならない。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、同条の実績報告を行うに当たっ

て、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補

助金額から減額して報告しなければならない。 

（額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金額確定通知

書（様式第１１号）によるものとする。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、第１０条による実績報告

後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した

場合には、消費税仕入控除税額報告書（様式第１６号）により、速やかに市長に報告しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

（交付の請求） 

第１３条 規則第１６条第１項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、千葉市民間

児童福祉施設建設費等補助金交付請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により補助金の交付を請求しようとす

るときは、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金一括（分割）事前交付請求書（様式第１３号）

を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消通知） 

第１４条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千葉市民間児童福祉

施設建設費等補助金交付決定取消通知書（様式第１４号）によるものとする。 

（返還の命令） 

第１５条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市民間児童福祉施設建設

費等補助金返還命令書（様式第１５号）によるものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金の交付に関し必

要な事項は、こども未来局長が別に定める。 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年３月２７日から施行し、平成１８年度分の予算に係る補助金から適用

する。ただし、平成１７年度に補助金の交付を受けた補助事業区分に係る平成１８年度分の予算

に係る補助金については、なお従前の例による。 

 （安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 平成２１年度から平成２６年度に限り、補助事業が、安心こども基金管理運営要領（「平成２０

年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営について」（平成２１年３月５日付

け文科初第１２７９号・雇児発第０３０５００５号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知）別紙。以下この項において「要領」という。）別添１の保育所緊急整

備事業に該当する場合にあっては、別表２から別表５までの規定にかかわらず、補助基準額及び

補助金の額については要領の規定を準用する。この場合において次の表の左欄に掲げる千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 本要綱第３条に定

める別表２の整備区

分のうち「大規模修繕

等」の整備内容に関す

る規定 

 既存施設について、厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「次世代

育成支援対策施設整備交付金にお

ける大規模修繕等の取扱いについ

て」により整備をすること。 

 既存施設について、厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「次世代

育成支援対策施設整備交付金にお

ける大規模修繕等の取扱いについ

て」を準用し整備をすること。 

 同「老朽民間社会福

祉施設整備」の整備内

容に関する規定 

 社会福祉法人が設置する施設に

ついて、厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知「老朽民間児童福祉施

設等の整備について」により改築整

備（一部改築を含む。）をすること。 

 社会福祉法人が設置する施設に

ついて、厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知「老朽民間児童福祉施

設等の整備について」を準用し改築

整備（一部改築を含む。）をするこ

と。 

 本要綱第３条に定

める別表３の整備区

分のうち「別表２に掲

げる整備区分のうち

創設、増築、増改築、

改築又は老朽民間社

会福祉施設整備（増改

築、改築及び老朽民間

社会福祉施設整備に

あっては、一部改築を

除く。）」の補助基準額

に関する規定 

 整備事業の対象経費（※）の実支

出額と、総事業費から寄付金その他

収入額（社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額と、整備開始前年度に

おける厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知別紙「次世代育成支援対

策施設整備交付金交付要綱」に掲げ

る交付基礎点数表により１点１，０

００円として算定した額を比較し

て低い額とする。 

 ただし、整備開始年度において国

の補正予算若しくは追加協議によ

り行われる整備事業に係る補助基

準額の算定において比較する交付

基礎点数については、整備開始年度

 事業又は工事請負契約等を締結

する単位ごとに、別添１に定める対

象経費の実支出額の合計と、総事業

費から寄付金その他の収入額（学校

法人及び社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

とを比較し少ない方の額を選定す

る。事業ごとに、その選定した額と、

（別表）補助基準額表に定める事業

ごとに、算出した基準額を合計した

額とを比較していずれか少ない方

の額（以下「補助基本額」という。）

とする。 

 なお、補助基本額に１，０００円

未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 



 

 

における同要綱に掲げる交付基礎

点数表により１点１，０００円とし

て算定した額とする。 

 同「別表２に掲げる

整備区分のうち大規

模修繕等」の補助基準

額に関する規定 

 整備事業の対象経費（※）の実支

出額と、総事業費から寄付金その他

収入額（社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額とする。 

 事業又は工事請負契約等を締結

する単位ごとに、別添１に定める対

象経費の実支出額の合計と、総事業

費から寄付金その他の収入額（学校

法人及び社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

とを比較し少ない方の額（以下「補

助基本額」という。）とする。 

 なお、補助基本額に１，０００円

未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 同「別表２に掲げる

整備区分のうち拡張

又は増改築、改築及び

老朽民間社会福祉施

設整備における一部

改築」の補助基準額に

関する規定 

 整備事業の対象経費（※）の実支

出額と、総事業費から寄付金その他

収入額（社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額と、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知「次世代育成

支援対策施設整備交付金における

一部改築及び拡張に係る交付金の

算定方法の取扱いについて」による

算定方法で整備開始前年度におけ

る厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知別紙「次世代育成支援対策施

設整備交付金交付要綱」に掲げる交

付基礎点数表により１点１，０００

円として算定した額を比較して低

い額とする。 

 ただし、整備開始年度において国

の補正予算若しくは追加協議によ

り行われる整備事業に係る補助基

準額の算定において比較する交付

基礎点数については、整備開始年度

における同要綱に掲げる交付基礎

点数表により１点１，０００円とし

て算定した額とする。 

 事業又は工事請負契約等を締結

する単位ごとに、別添１に定める対

象経費の実支出額の合計と、総事業

費から寄付金その他の収入額（学校

法人及び社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

とを比較し少ない方の額を選定す

る。事業ごとに、その選定した額と、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知「次世代育成支援対策施設整備

交付金における一部改築及び拡張

に係る交付金の算定方法の取扱い

について」による算定方法で、（別

表）補助基準額表に定める事業ごと

に、算出した基準額を合計した額と

を比較していずれか少ない方の額

（以下「補助基本額」という。）とす

る。 

 なお、補助基本額に１，０００円

未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

 本要綱第４条に定

める別表５の整備区

分のうち「別表２に掲

 別表３及び別表４により算定し

た補助基準額に１．９５を乗じて得

た額とする。 

 別表３により算定した補助基本

額に補助率４分の３を乗じて得た

額とする。 



 

 

げる整備区分のうち

創設、拡張、増築、増

改築、改築又は老朽民

間社会福祉施設整備 

（増改築、改築及び老

朽民間社会福祉施設

整備にあっては、一部

改築を含む。）」の補助

金交付額のうち別表

３に関する規定 

 なお、交付額に１，０００円未満

の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 なお、交付額に１，０００円未満

の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 本要綱第５条に定

める「千葉市民間児童

福祉施設建設費等補

助金交付申請書（様式

第１号）」に関する様

式 

  別紙「様式第１－２号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金交

付申請書」（別紙１及び別紙２を含

む。）による。 

 本要綱第７条に定

める「千葉市民間児童

福祉施設建設費等補

助金交付決定通知書

（様式第２号）」に関

する様式 

  別紙「様式第２－２号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金交

付決定通知書」による。 

 本要綱第８条第１

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助事業変更交

付申請書（様式第３

号）」に関する様式 

  別紙「様式第３－２号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助事業

変更交付申請書」（別紙１及び別紙

２を含む。）による。 

 本要綱第８条第２

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助金変更交付

決定通知書（様式第４

号）」に関する様式 

  別紙「様式第４－２号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金変

更交付決定通知書」による。 

 本要綱第８条第４

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助事業中止（廃

止）承認通知書（様式

第６号）」に関する様

式 

  別紙「様式第６－２号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助事業

中止（廃止）承認通知書」による。 

 本要綱第１０条に   別紙「様式第９－２号 千葉市民



 

 

定める「千葉市民間児

童福祉施設建設費等

補助事業実績報告書

（様式第９号）」に関

する様式 

間児童福祉施設建設費等補助事業

実績報告書」（別紙１及び別紙２を

含む。）による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年７月９日から施行し、平成２１年度の予算に係る補助金から適用する。 

 （社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 平成２１年度から平成２３年度に限り、補助事業が、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金管

理運営要領（「社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の運営について」（平成２１年７月３１日

付け雇児発０７３１第１号・社援発０７３１号第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び社

会・援護局長連名通知）別紙。以下この項において「要領」という。）別紙２のスプリンクラー整

備事業に該当する場合にあっては、別表２から別表５までの規定にかかわらず、補助基準額及び

補助金の額については要領の規定を準用する。この場合において次の表の左欄に掲げる千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 本要綱第３条に定

める別表２の整備区

分のうち「スプリンク

ラー設備等整備」の整

備内容に関する規定 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知「次世代育成支援対策施設整

備交付金におけるスプリンクラー

設備等の取扱いについて」により整

備をすること。 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知「次世代育成支援対策施

設整備交付金におけるスプリン

クラー設備等の取扱いについて」

を準用し整備をすること。 

 本要綱第３条に定

める別表３の整備区

分のうち「別表２に掲

げる整備区分のうち

スプリンクラー設備

等整備」の補助基準額

に関する規定 

整備事業の対象経費（※）の実支

出額と、総事業費から寄付金その他

収入額（社会福祉法人の場合は、寄

付金収入額を除く。）を控除した額

を比較して少ない方の額に２分の

１を乗じた額と、整備開始年度にお

ける厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知別紙「次世代育成支援対策

施設整備交付金交付要綱」に掲げる

交付基礎点数表により１点１，００

０円として算定した額を比較して

低い額とする。 

事業又は工事請負契約等を締

結する単位ごとに、別紙２の５に

定める補助基準額及び対象経費

の実支出額の合計額と、総事業費

から寄付金その他の収入額（社会

福祉法人の場合は、寄付金収入額

を除く。）を控除した額とを比較

して少ない方の額（以下「補助基

本額」という。）とする。 

 なお、補助基本額に１，０００

円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

 本要綱第４条に定

める別表５の整備区

分のうち「別表２に掲

げる整備区分のうち

スプリンクラー設備

等整備」の補助金交付

額のうち別表３に関

する規定 

 別表３により算定した補助基準

額に１．５を乗じて得た額とする。 

 なお、交付額に１，０００円未満

の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 別表３により算定した補助基

本額に補助率４分の３を乗じて

得た額とする。 

 なお、交付額に１，０００円未

満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 



 

 

 本要綱第５条に定

める「千葉市民間児童

福祉施設建設費等補

助金交付申請書（様式

第１号）」に関する様

式 

 別紙「様式第１－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金

交付申請書」（別紙１及び別紙２

を含む。）による。 

 本要綱第７条に定

める「千葉市民間児童

福祉施設建設費等補

助金交付決定通知書

（様式第２号）」に関

する様式 

 別紙「様式第２－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金

交付決定通知書」による。 

 本要綱第８条第１

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助事業変更交

付申請書（様式第３

号）」に関する様式 

 別紙「様式第３－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助事

業変更交付申請書」（別紙１及び

別紙２を含む。）による。 

 本要綱第８条第２

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助事業変更交

付決定通知書（様式第

４号）」に関する様式 

 別紙「様式第４－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助金

変更交付決定通知書」による。 

 本要綱第８条第４

項に定める「千葉市民

間児童福祉施設建設

費等補助事業中止（廃

止）承認通知書（様式

第６号）」に関する様

式 

 別紙「様式第６－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助事

業中止（廃止）承認通知書」によ

る。 

 本要綱第１０条に

定める「千葉市民間児

童福祉施設建設費等

補助事業実績報告書

（様式第９号）」に関

する様式 

  別紙「様式９－３号 千葉市民

間児童福祉施設建設費等補助事

業実績報告書」（別紙１及び別紙

２を含む。）による。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年２月１日から施行し、平成２１年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 



 

 

 この要綱は、平成２２年８月２日から施行し、平成２２年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の予算に係る補助金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成２７年６月４日から施行し、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

（平成２７年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「平成２７年度」に改める。 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年１２月２１日から施行し、平成２８年度の予算に係る補助金から適用

する。 

（平成２８年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「平成２８年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、平成２８年度保育所等整備交付金交付要綱（「平成２８年度保育所等整備交付金の

交付について」（平成２８年１２月２１日付け厚生労働省発雇児１２２１第１号厚生労働事務次

官通知）別紙。以下この項及び次項において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該

当する場合にあっては、第２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわ

らず、補助事業等、補助基準額及び補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

 （認定こども園施設整備交付金による施設整備支援事業に伴う特例） 

５ 補助事業が、認定こども園施設整備交付金交付要綱（平成２７年５月２１日付け文部科学大臣

裁定、平成２８年５月１１日一部改正）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第

２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業費等、補助

基準額及び補助金の額については、認定こども園施設整備交付金実施要領（平成２７年５月２１

日初等中等教育局長裁定、平成２８年５月１１日一部改正）の規定を準用する。 

６ 前項の規定により認定こども園施設整備交付金実施要領の規定を準用するときは、第５条、第

７条、第８条第１項、第２項及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読

み替える様式とする。 

附 則  

１ この要綱は、平成２９年６月１５日から施行し、平成２９年度の予算に係る補助金

から適用する。  

（平成２９年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「平成２９年度」に改める。  

３ 附則第２項の表中「別表２に掲げる整備区分のうち創設、増築、増改築、改築又は

老朽民間社会福祉施設整備（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施設整備にあっては、

一部改築を除く。）」を「別表２に掲げる整備区分のうち創設、増築、増改築、改築、  



 

 

老朽民間社会福祉施設整備又は防犯対策強化に係る整備（増改築、改築及び老朽民間

社会福祉施設整備にあっては、一部改築を除く。）」に改める。  

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

４ 補助事業が、平成２９年度保育所等整備交付金交付要綱（「平成２９年度保育所等整備交付金の

交付について」（平成２９年３月３１日付け厚生労働省発雇児０３３１第６号厚生労働事務次官

通知）別紙。以下この項及び次項において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当

する場合にあっては、第２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわら

ず、補助事業等、補助基準額及び補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

５ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年５月８日から施行し、平成３０年度の予算に係る補助金から適用する。 

（平成３０年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「平成３０年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、平成３０年度保育所等整備交付金交付要綱（「平成３０年度保育所等整備交付金の

交付について」（平成３０年５月８日付け厚生労働省発雇児０５０８第１号厚生労働事務次官通

知）別紙。以下この項及び次項において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当す

る場合にあっては、第２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、

補助事業等、補助基準額及び補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年６月６日から施行し、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和元年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「令和元年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、保育所等整備交付金交付要綱（「保育所等整備交付金の交付について」（令和元年

６月６日付け第一次改正厚生労働省発子０６０６第２号厚生労働事務次官通知）別紙。以下この

項及び次項において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、

第２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助

基準額及び補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年６月５日から施行し、令和２年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和２年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「令和２年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、保育所等整備交付金交付要綱（「保育所等整備交付金の交付について」（令和２年

６月５日付け厚生労働省発子０６０５第４号厚生労働事務次官通知）別紙。以下この項及び次項

において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第２条第１

項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基準額及び



 

 

補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年７月６日から施行し、令和３年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和３年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「令和３年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、保育所等整備交付金交付要綱（「保育所等整備交付金の交付について」（令和３年 

７月６日付け厚生労働省発子０７０６第６号厚生労働事務次官通知）別紙。以下この項及び次項 

において「交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第２条第１ 

項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基準額及び 

補助金の額については交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項 

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

（公立保育所の民間移管における特例） 

５ 公立保育所の民間移管として補助事業を実施する補助事業者は、交付要綱の規定により算出さ 

れる補助額に、次表に掲げる算定方法により算定した額を加えて交付申請することができる。な 

お、開発行為に係る費用については、小深保育所の民間移管のみ補助対象とする。 

 

 

 

対象経費 補助基準額 補助率 算定方法 

駐車場 

整備費 

３，５００千円 ３／４ 外構工事費のうち「駐車場整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率４分の３を乗じた額とする。 

大型遊具 

整備費 

２，５００千円 ３／４ 「交付要綱で定める対象経費の実支出額

から交付要綱に基づき算出される補助基

本額を除いた金額」、「大型遊具購入費」及

び左記補助基準額を比較して少ない額に

補助率４分の３を乗じた額とする。 

開 発 行 為

に 係 る 費

用 

５，０００千円 １０／１０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第４条第１２項に定める開発行為に係る

経費及び左記補助基準額を比較して少な

い額に補助率１０分の１０を乗じた額と

する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年６月２３日から施行し、令和４年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和４年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「令和４年度」に改める。 

（保育所等整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、保育所等整備交付金交付要綱（「保育所等整備交付金の交付について」（令和４年 



 

 

６月２３日付け厚生労働省発子０６２３第４号厚生労働事務次官通知）別紙。以下「交付要綱」 

という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第２条第１項第１号、第３条第１

項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基準額及び補助金の額については

交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項 

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

（公立保育所の民間移管における特例） 

５ 公立保育所の民間移管として補助事業を実施する補助事業者は、交付要綱の規定により算出さ 

れる補助額に、次表に掲げる算定方法により算定した額を加えて交付申請することができる。な 

お、開発行為に係る費用については小深保育所の民間移管のみを、進入路整備費については亥鼻

保育所の民間移管のみを補助対象とする。 

対象経費 補助基準額 補助率 算定方法 

駐車場 

整備費 

３，５００千円 ３／４ 外構工事費のうち「駐車場整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率４分の３を乗じた額とする。 

大型遊具 

整備費 

２，５００千円 ３／４ 「交付要綱で定める対象経費の実支出額

から交付要綱に基づき算出される補助基

本額を除いた金額」、「大型遊具購入費」及

び左記補助基準額を比較して少ない額に

補助率４分の３を乗じた額とする。 

開発行為

に係る費

用 

５，０００千円 １０／１０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第４条第１２項に定める開発行為に係る

経費及び左記補助基準額を比較して少な

い額に補助率１０分の１０を乗じた額と

する。 

進入路 

整備費 

２１，０００千円 １０／１０ 外構工事費のうち「進入路整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率１０分の１０を乗じた額とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年８月２２日から施行し、令和５年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和５年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 附則第２項中「平成２６年度」を「令和５年度」に改める。 

（就学前教育・保育施設整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

３ 補助事業が、就学前教育・保育施設整備交付金要綱（「就学前教育・保育施設整備交付金の交付

について」（令和５年８月２２日付けこ成事第４６６号こども家庭庁長官通知）別紙。以下「交付

要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第２条第１項第１号、第３

条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基準額及び補助金の額につ

いては交付要綱の規定を準用する。 

４ 前項の規定により交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２項 

及び第４項並びに第１０条に定める様式は、附則第２項において読み替える様式とする。 

（公立保育所の民間移管における特例） 

５ 公立保育所の民間移管として補助事業を実施する補助事業者は、交付要綱の規定により算出さ 



 

 

れる補助額に、次表に掲げる算定方法により算定した額を加えて交付申請することができる。な 

お、開発行為に係る費用については小深保育所の民間移管のみを、進入路整備費については亥鼻

保育所の民間移管のみを補助対象とする。 

対象経費 補助基準額 補助率 算定方法 

駐車場 

整備費 

３，５００千円 ３／４ 外構工事費のうち「駐車場整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率４分の３を乗じた額とする。 

大型遊具 

整備費 

２，５００千円 ３／４ 「交付要綱で定める対象経費の実支出額

から交付要綱に基づき算出される補助基

本額を除いた金額」、「大型遊具購入費」及

び左記補助基準額を比較して少ない額に

補助率４分の３を乗じた額とする。 

開 発 行 為

に 係 る 費

用 

５，０００千円 １０／１０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第４条第１２項に定める開発行為に係る

経費及び左記補助基準額を比較して少な

い額に補助率１０分の１０を乗じた額と

する。 

進入路 

整備費 

２１，０００千円 １０／１０ 外構工事費のうち「進入路整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率１０分の１０を乗じた額とする。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年９月９日から施行し、令和６年度の予算に係る補助金から適用する。 

（令和６年度の予算執行に係る安心こども基金による特別対策事業の実施に伴う特例） 

２ 補助事業が、千葉県安心こども基金事業費補助金交付要綱（「千葉県安心こども基金事業費補助

金交付要綱の一部改正について」（令和６年８月２７日付け子第８２６号千葉県健康福祉部長通

知）別紙。以下「県交付要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第

２条第１項第１号、第３条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基

準額及び補助金の額については県交付要綱の規定を準用する。 

３ 前項の規定により県交付要綱の規定を準用するときは、次の表の左欄に掲げる千葉市民間児童

福祉施設建設費等補助金交付要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

本要綱第５条 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助金交付申請書（様式第１号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付申請書（様式第１－２

号）」 

本要綱第７条 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助金交付決定通知書（様式第２

号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付決定通知書（様式第２

－２号）」 

本要綱第８条第１項 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助事業変更交付申請書（様式第３

号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業変更交付申請書（様式第

３－２号）」 



 

 

本要綱第８条第２項 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助金変更交付決定通知書（様式第

４号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金変更交付決定通知書（様式

第４－２号）」 

本要綱第８条第４項 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助事業中止（廃止）承認通知書（様

式第６号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業中止（廃止）承認通知書

（様式第６－２号）」 

本要綱第１０条 「千葉市民間児童福祉施設建設費等

補助事業実績報告書（様式第９号）」 

 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業実績報告書（様式第９－

２号）」 

 

（就学前教育・保育施設整備交付金による施設整備事業の実施に伴う特例） 

４ 補助事業が、就学前教育・保育施設整備交付金要綱（「就学前教育・保育施設整備交付金の交付

について」（令和６年９月９日付けこ成事第６２０号こども家庭庁長官通知）別紙。以下「国交付

要綱」という。）の交付の対象となる事業に該当する場合にあっては、第２条第１項第１号、第３

条第１項並びに第４条第１項の規定にかかわらず、補助事業等、補助基準額及び補助金の額につ

いては国交付要綱の規定を準用する。 

５ 前項の規定により国交付要綱の規定を準用するときは、第５条、第７条、第８条第１項、第２

項及び第４項並びに第１０条に定める様式は、前々項において読み替える様式とする。 

（公立保育所の民間移管における特例） 

６ 公立保育所の民間移管として補助事業を実施する補助事業者は、交付要綱の規定により算出さ 

れる補助額に、次表に掲げる算定方法により算定した額を加えて交付申請することができる。 

対象経費 補助基準額 補助率 算定方法 

駐車場 

整備費 

３，５００千円 ３／４ 外構工事費のうち「駐車場整備費用」及び

左記補助基準額を比較して少ない額に補

助率４分の３を乗じた額とする。 

大型遊具 

整備費 

２，５００千円 ３／４ 「交付要綱で定める対象経費の実支出額

から交付要綱に基づき算出される補助基

本額を除いた金額」、「大型遊具購入費」及

び左記補助基準額を比較して少ない額に

補助率４分の３を乗じた額とする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年９月１９日から施行し、令和７年度の予算に係る補助金から適用する。 

２ 第２条第１項第２号により国要綱の規定を準用するときは、次の表の左欄に掲げる千葉市民間

児童福祉施設建設費等補助金交付要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

本要綱第５条 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付申請書（様式第１

号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付申請書（様式第１－

２号）」 

本要綱第７条 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付決定通知書（様式第

２号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金交付決定通知書（様式第

２－２号）」 



 

 

本要綱第８条第１項 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業変更交付申請書（様式

第３号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業変更交付申請書（様式

第３－２号）」 

本要綱第８条第２項 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金変更交付決定通知書（様

式第４号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助金変更交付決定通知書（様

式第４－２号）」 

本要綱第８条第４項 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業中止（廃止）承認通知書

（様式第６号）」 

「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業中止（廃止）承認通知書

（様式第６－２号）」 

本要綱第１０条 「千葉市民間児童福祉施設建設費

等補助事業実績報告書（様式第９

号）」 

 「千葉市民間児童福祉施設建設

費等補助事業実績報告書（様式第

９－２号）」 

 



 

別表１ 

 

施設の種類 設置根拠 設置主体 

 児童福祉法第７条に規定する児童

福祉施設のうち次に掲げる施設 

  

ア 助産施設、乳児院、母子生活支

援施設、保育所、児童養護施設、

児童自立支援施設 

児童福祉法第３５条第４項 社会福祉法人、日本赤十字社、公

益社団法人、公益財団法人、学校法

人 

（ただし、保育所以外の施設の創設

にあっては社会福祉法人のみとす

る。） 

イ 児童家庭支援センター 児童福祉法第３５条第４項  社会福祉法人 

 

 

別表２ 

 

整備区分 整備内容 

創設  新たに施設を整備すること。 

大規模修繕等  既存施設について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育

成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」によ

り整備をすること。 

増築  既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

増改築  既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存

施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。 

改築  既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築を含む。）

をすること。 

拡張  既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増加を図る整

備をすること。 

スプリンクラー設備等整備  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備

交付金におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて」により整備をす

ること。 

老朽民間社会福祉施設整備  社会福祉法人が設置する施設について、厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」により改築整備（一

部改築を含む。）をすること。 

防犯対策強化に係る整備  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設等における防犯

対策強化に係る整備について」により整備をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表３ 

 

整備区分 補助基準額 

別表２に掲げる整備区分のうち創設、増

築、増改築、改築、老朽民間社会福祉施設

整備又は防犯対策強化に係る整備 

（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施

設整備にあっては、一部改築を除く。） 

整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額

と、整備開始年度における厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」に掲

げる交付基礎点数表により１点１，０００円として算定した額

を比較して低い額とする。 

別表２に掲げる整備区分のうち大規模

修繕等 

 整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額と

する。 

別表２に掲げる整備区分のうち拡張又

は増改築、改築及び老朽民間社会福祉施設

整備における一部改築 

整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額

と、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援

対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の

算定方法の取扱いについて」による算定方法で整備開始年度に

おける厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙「次世代育

成支援対策施設整備交付金交付要綱」に掲げる交付基礎点数表

により１点１，０００円として算定した額を比較して低い額と

する。 

 別表２に掲げる整備区分のうちスプリ

ンクラー設備等整備 

整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額

と、整備開始年度における厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」に掲

げる交付基礎点数表により１点１，０００円として算定した額

を比較して低い額とする。 

（※）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」別表１－１、別表１－２又は別表１－３で定める経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表４ 

 

対象事業 補助基準額 

 地域に密着した独自の事業を実施する

ための場等を確保する整備であって、厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世

代育成支援対策施設整備交付金における

地域福祉の推進等を図るためのスペース

（地域交流スペース）の整備について」に

定める基準に適合する整備 

 整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額

と、整備開始年度における厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」に掲

げる交付基礎点数表により１点１，０００円として算定した額

を比較して低い額とする。 

 入所者の処遇の改善及び地域社会の環

境に配慮した整備であって、厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支

援対策施設整備交付金における特殊附帯

工事の取扱いについて」に定める基準に適

合する整備 

 整備事業の対象経費（※）の実支出額と、総事業費から寄付

金その他収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。）

を控除した額を比較して少ない方の額に２分の１を乗じた額

と、整備開始年度における厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」に掲

げる交付基礎点数表により１点１，０００円として算定した額

を比較して低い額とする。 

（※）「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」別表１－１で定める経費 

 

 

別表５ 

 

整備区分 補助金交付額 

別表２に掲げる整備区分のうち創設、拡

張、増築、増改築、改築又は老朽民間社会

福祉施設整備 

（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施

設整備にあっては、一部改築を含む。） 

別表３及び別表４により算定した補助基準額に１．５を乗じ

て得た額とする。 

なお、交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

別表２に掲げる整備区分のうち大規模

修繕等、スプリンクラー設備等整備又は防

犯対策強化に係る整備 

別表３により算定した補助基準額に１．５を乗じて得た額と

する。 

なお、交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

 



様式第１号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付申請書

　　　　　　　年度において、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金の交付を受けたいので、
千葉市補助金等交付規則第３条の規定により、次のとおり申請します。

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容

交 付 申 請 金 額

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又
は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを確認
できる場合は記名のみで可。

１　申請額内訳（別紙１のとおり）

交 付 を 受 け た い 時 期

補 助 事 業 の 着 手 予 定 年 月 日

添 付 書 類

補 助 事 業 の 完 了 予 定 年 月 日

４　その他必要とする書類

３　当該工事等に係る収支予算書

２　事業計画書（別紙２のとおり）



様式第１号（別紙１）

１　別表２に掲げる事業のうち創設、増築、増改築、改築、老朽民間社会福祉施設整備又は防犯対策強化に係る整備（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施設整備にあっては、一部改築を含む。）

設 置 者 の 対 象 経 費 の

差 引 額 選 定 額 定 員 等 単 価 算 定 額 合 計 交 付 基 礎 点 数 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 ×1,000円

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ Ｇ 円 Ｈ 円 Ｌ Ｍ 円 Ｎ 円 Ｏ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｆ×Ｇ） （＝Ｆ） （＝Ｌ×Ｍ） （＝Ｋ－Ｎ）

２　別表２に掲げる事業のうち大規模修繕等又はスプリンクラー設備等整備

設 置 者 の 対 象 経 費 の 市 上 乗 せ 市 補 助 市 補 助 金

差 引 額 選 定 額

総 事 業 費 実支出（予定）額 加 算 基 準 額 所 要 額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｉ 円 Ｊ 円 Ｋ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｅ×0.5） （＝Ｅ＋Ｉ） （＝Ｊ）

（注） （１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）

Ｃ 円 Ｎ 円

（＝Ｅ）

Ｉ欄には、Ｅ欄とＨ欄を比較して少ない方の額に１の表にあっては０．５を、２の表にあっては０．５を乗じた額（ただし、千円未満は切り捨て。）を記入すること。

補助金算定方法が要綱によらない場合は、各々の算出方法に基づき算出した額（ただし、千円未満は切捨て。）をＪ欄に記入すること。
１又は２の表のうち、該当する表について作成すること。

Ｃ欄には、移行時特別積立金を含めること。
算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。

（
内

施 設 種 別

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定 （ 内 訳 ）

市 上 乗 せ

（＝Ｈ＋Ｉ）

Ｊ 円

基 準 額加 算

（＝ＥｏｒＨ×0.5）

Ｅ欄及びＨ欄～Ｋ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

国 負 担 分

定 員 等 算 定 額 合 計

合 計

寄 付 金

Ｃ 円

施 設 種 別

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定

合 計

Ｅ欄には、Ｂ欄とＤ欄を比較して少ない方の額に１／２を乗じた額を記入すること。

そ の 他 収 入 額

小 計

施設の名称

そ の 他 収 入 額

寄 付 金

小 計

設置者の名称

申　　　　　　　請　　　　　　　額　　　　　　　内　　　　　　　訳

Ｉ 円

市 補 助 市 補 助 金

（＝Ｊ）

所 要 額

Ｋ 円

（＝Ｋ－Ｎ）

Ｏ 円

国 負 担 分 市 負 担 分



様式第１号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、２歳未満児、２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　 ２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

現行定員 増加定員

事 業 計 画 書

合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）



（２）　事業費内訳

　ア　主体工事費 円

　イ　工事事務費 円

　ウ　小計 円

　エ　特殊付帯工事費 円

　オ　解体撤去工事費 円

　カ　仮設施設整備工事費 円

　キ　その他の工事費 円

　ク　地域交流スペース 円

　ケ　合計 円

（３）　財源内訳

　ア　国交付金 円

　イ　市補助金 円

　ウ　小計 円

　エ　設置者負担金 円

　　　（内訳）寄付金 円

　　　　　　　その他（内訳別） 円

　オ　合計 円

（４）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間



（５）　添付書類

　ア　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　改築の場合は、仮設施設及び既存施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、改造の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　イ　工事費費目別内訳書、調弁一覧表

　ウ　工事費等見積書

（注） １　建設工事費、設計監理費、備品購入費、大型遊具購入費等の内訳が分かるよう

　にすること。

２　改築の場合は、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費が分かるようにすること。

　エ　工程表

　オ　その他必要とする書類

（注） 　交付申請時において、工事請負契約等が締結されているものについては、契約書

の写しを添付すること。

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。



様式第２号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長

円

年 月 日

　　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金に
ついて、次のとおり交付決定しましたので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定により通知
します。

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付決定通知書

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

補 助 金 の 交 付 決 定 額

補 助 金 交 付 予 定 時 期

交 付 条 件

備 考

１　補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（市長の
定める軽微な変更を除く。）をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けるこ
と。
２　補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受け
ること。
３　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と
なった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
４　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ
の収入の一部又は全部を市に納付させることがあること。
５　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用
を図ること。
６　消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民
間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱第１０条の実績報告を行うに当たっ
て、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らか
な場合には、これを補助金額から減額して報告しなけらばならない。
７　事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長
に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の
一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告
を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行って
いる場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。市
長は、前述の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除
税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
８　補助事業者は補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、
当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類
を事業完了後５年間保管しておくこと。
９　事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続きの取扱い
に準拠すること。
10　その他市長が必要と認める事項。

印



様式第３号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

変 更 理 由

添 付 書 類

４　その他必要とする書類

３　当該工事等に係る収支予算書

２　変更後の事業計画書（別紙２のとおり）

１　変更申請額内訳（別紙１のとおり）

補 助 事 業 の 完 了 予 定 年 月 日

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により交付決定のあった千葉市民間
児童福祉施設建設費等補助金について、交付決定を変更されたく、千葉市民間児童福祉施設
建設費等補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり申請します。

事 業 の 変 更 内 容

交 付 を 受 け た い 時 期

補 助 事 業 の 着 手 予 定 年 月 日

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業変更交付申請書

補 助 金 既 交 付 決 定 額

交 付 申 請 金 額

住 所

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又
は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを確認
できる場合は記名のみで可。



様式第３号（別紙１）

１　別表２に掲げる事業のうち創設、増築、増改築、改築、老朽民間社会福祉施設整備又は防犯対策強化に係る整備（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施設整備にあっては、一部改築を含む。）

設 置 者 の 対 象 経 費 の

差 引 額 選 定 額 定 員 等 単 価 算 定 額 合 計 交 付 基 礎 点 数 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 ×1,000円

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ Ｇ 円 Ｈ 円 Ｎ Ｏ 円 Ｐ 円 Ｑ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｆ×Ｇ） （＝Ｆ） （＝Ｎ×Ｏ） （＝Ｋ－Ｐ）

２　別表２に掲げる事業のうち大規模修繕等又はスプリンクラー設備等整備

設 置 者 の 対 象 経 費 の 市 上 乗 せ 市 補 助 市 補 助 金

差 引 額 選 定 額

総 事 業 費 実支出（予定）額 加 算 基 準 額 所 要 額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｉ 円 Ｊ 円 Ｋ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｅ×0.5） （＝Ｅ＋Ｉ） （＝Ｊ）

（注） （１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８） Ｅ欄及びＨ欄～Ｍ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

（＝Ｋ－Ｐ）

Ｑ 円

算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。

Ｌ 円

Ｋ欄には、変更後の補助金所要額を記入すること。
Ｉ欄には、Ｅ欄とＨ欄を比較して少ない方の額に１の表にあっては０．５を、２の表にあっては０．５を乗じた額（ただし、千円未満は切り捨て。）を記入すること。

Ｍ 円

市 負 担 分

Ｌ 円

Ｐ 円

（＝Ｌ－Ｋ）

差 引 額

差 引 額

既 交 付 決 定 額

（ 内
訳 ）

（＝Ｊ）

所 要 額

（＝Ｅ）

Ｋ 円

市 補 助 金

国 負 担 分

市 補 助 金市 補 助

加 算 基 準 額

（＝ＥｏｒＨ×0.5）

市 上 乗 せ

（＝Ｈ＋Ｉ）

Ｉ 円 Ｊ 円

施設の名称

補助金算定方法が要綱によらない場合は、各々の算出方法に基づき算出した額（ただし、千円未満は切捨て。）をＪ欄に記入すること。
１又は２の表のうち、該当する表について作成すること。

小 計

（
内

変　　　　更　　　　申　　　　請　　　　額　　　　内　　　　訳

Ｅ欄には、Ｂ欄とＤ欄を比較して少ない方の額に１／２を乗じた額を記入すること。

そ の 他 収 入 額

小 計

Ｃ欄には、移行時特別積立金を含めること。

設置者の名称

国 負 担 分

定 員 等 算 定 額 合 計

合 計

寄 付 金

Ｃ 円

合 計

そ の 他 収 入 額

施 設 種 別

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定

既 交 付 決 定 額

市 補 助 金

Ｍ 円

（＝Ｌ－Ｋ）

寄 付 金

Ｃ 円

施 設 種 別

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定



様式第３号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、２歳未満児、２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　 ２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

現行定員 増加定員

変 更 後 の 事 業 計 画 書

合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）



（２）　事業費内訳

　ア　主体工事費 円

　イ　工事事務費 円

　ウ　小計 円

　エ　特殊付帯工事費 円

　オ　解体撤去工事費 円

　カ　仮設施設整備工事費 円

　キ　その他の工事費 円

　ク　地域交流スペース 円

　ケ　合計 円

（３）　財源内訳

　ア　国交付金 円

　イ　市補助金 円

　ウ　小計 円

　エ　設置者負担金 円

　　　（内訳）寄付金 円

　　　　　　　その他（内訳別） 円

　オ　合計 円

（４）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間



（５）　添付書類（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略できる。）

　ア　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　改築の場合は、仮設施設及び既存施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、改造の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　イ　工事費費目別内訳書、調弁一覧表

　ウ　工事費等見積書

（注） １　建設工事費、設計監理費、備品購入費、大型遊具購入費等の内訳が分かるよう

　にすること。

２　改築の場合は、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費が分かるようにすること。

　エ　工程表

　オ　その他必要とする書類

（注） 　交付申請時において、工事請負契約等が締結されているものについては、契約書

の写しを添付すること。

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。



様式第４号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

円

年 月 日

（変更前の交付決定通知）

　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金変更交付決定通知書

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金に
ついて、次のとおり交付決定しましたので、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付要
綱第８条第２項の規定により通知します。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

補 助 金 交 付 予 定 時 期

交 付 条 件

１　補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（市長の
定める軽微な変更を除く。）をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けるこ
と。
２　補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受け
ること。
３　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と
なった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
４　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ
の収入の一部又は全部を市に納付させることがあること。
５　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用
を図ること。
６　消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民
間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱第１０条の実績報告を行うに当たっ
て、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らか
な場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
７　事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長
に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の
一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告
を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行って
いる場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。市
長は、前述の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除
税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
８　補助事業者は補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、
当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類
を事業完了後５年間保管しておくこと。
９　事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続きの取扱い
に準拠すること。
10　その他市長が必要と認める事項。

備 考

印



様式第５号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

１　補助事業の経過及び成果を証する書類等

中 止 （ 廃 止 ） 予 定 年 月 日

添 付 書 類
２　その他

中 止 （ 廃 止 ） の 理 由

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業中止（廃止）承認申請書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号で補助金の交付決定のあった千葉市
民間児童福祉施設建設費等補助事業を次のとおり中止（廃止）したいので、　承認されたく千葉
市民間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱第８条第３項の規定により、次のとおり申請し
ます。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又
は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを確認
できる場合は記名のみで可。



様式第６号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

年 月 日

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業
の中止（廃止）について、次のとおり承認しましたので、千葉市民間児童福祉施設建設費等補
助金交付要綱第８条第４項の規定により通知します。

中 止 （ 廃 止 ） 予 定 年 月 日

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業中止（廃止）承認通知書

備 考

中 止 （ 廃 止 ） 条 件

１　補助事業が予定の期間内に中止又は廃止できない場合に
　は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
２　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった
　場合には、その収入の一部又は全部を市に納付させることが
　あること。
３　補助事業者が既に補助金の一部又は全部の交付を受けて
　いる場合は、返還すること。
４　補助事業者は補助事業に係る収入及び支出を明らかにした
　帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、
　かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管して
　おくこと。
５　その他市長が必要と認める事項

印



様式第７号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

添 付 書 類

１　工事着工報告（別紙）

３　その他必要とする書類等

２　工事請負業者からの着工届の写し

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業工事着工報告書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号で交付決定のあった千葉市民間児童
福祉施設建設費等補助事業について工事を着工したため、千葉市民間児童福祉施設建設費
等補助金交付要綱第９条前段の規定により、次のとおり報告します。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

工 事 着 工 年 月 日

代 表 者 氏 名

法 人 名

住 所

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印
又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを
確認できる場合は記名のみで可。



様式第７号（別紙）

施 設 の 種 類

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

　(注）　　明許繰越を行った事業については、「工事着工報告」の後に「（　　　　年度からの繰越分）」と明記すること。

出 来 高
％

金 額

月月年 月 月 月 月 月月月 月

契 約 年 月 日

延 面 積

円

㎡ 完 成 予 定 年 月 日

工 事 費 合 計

直 営 ・ 請 負 の 別

着 工 年 月 日

月 月

建物の構造及び面積

工事着工報告（　　　　年度）

施 設 の 名 称 設 置 団 体

構 造 造

建 築 面
積 ㎡



　　　　年　　月　　日

社会福祉法人

理事長

1

2

4 自 年 月 日

至 年 月 日

5 工事請負額 円

円）

着　　　工　　　届

記

請 負 者

主 任 技 術 者

（監理技術者）

氏 名

氏 名

住 所

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

　　　　　年　　月　　日に契約しました下記工事について、　　　　年　　月　　日に着工しましたの
でお届けします。

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 期 間



様式第８号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

％

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業工事進捗状況報告書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号で交付決定のあった千葉市民間児童
福祉施設建設費等補助事業の進捗状況について、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助
金交付要綱第９条後段の規定により、次のとおり報告します。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

１ ２ 月 末 日 の 出 来 高

代 表 者 氏 名

法 人 名

住 所

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印
又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを
確認できる場合は記名のみで可。

添 付 書 類

１　工事進捗状況報告（別紙）

３　その他必要とする書類等

２　工事監理者からの出来高報告書の写し



補 助 金 額 １ ２ 月 末 日 の ３月末日までの

整 備 区 分 繰 越 見 込 高

出来高 出来高見込

A 円 B ％ C ％ D（＝100-C）％ E(＝A×D) 円

（注） （１） 明許繰越を行った事業については、「工事進捗状況報告」の後に「（　　　　年度からの繰越分）」と明記すること。
（２） 整備区分欄には、市要綱別表２に掲げる事業（創設、拡張等）を記入すること。

様式第８号（別紙）

施 設 の 名 称

施設の種類

工事進捗状況報告（　　　　年度）

設置団体

備　　　　　　　　　　　　　考繰 越 見 込 額

合　　　　　計



様式第９号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

年 月 日

円

年 月 円

年 月 円

年 月 円

円

円

補 助 事 業 の 着 手 年 月 日

５　その他必要とする書類

３　当該工事等に係る収支決算書（見込書）

２　事業実績報告書（別紙２のとおり）

４　補助事業の経過及び成果を証する書類

添 付 書 類

補 助 事 業 の 完 了 年 月 日

日交付

１　精算額内訳（別紙１のとおり）

日交付

補 助 金 の 経 費 精 算 額

補 助 金 の 交 付 決 定 額

補 助 金 の 既 交 付 額
日交付

計

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業実績報告書

　　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により補助金の交付決定（補助事
業中止（廃止)承認）のあった千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金について、千葉市補
助金等交付規則第１２条の規定により、次のとおり報告します。

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印
又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを
確認できる場合は記名のみで可。

（中止（廃止）にあっては承認年月日）
年 日月



様式第９号（別紙１）

１　別表２に掲げる事業のうち創設、増築、増改築、改築、老朽民間社会福祉施設整備又は防犯対策強化に係る整備（増改築、改築及び老朽民間社会福祉施設整備にあっては、一部改築を含む。）

設 置 者 の 対 象 経 費 の

差 引 額 選 定 額 定 員 等 単 価 算 定 額 合 計 交 付 基 礎 点 数 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 ×1,000円

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ Ｇ 円 Ｈ 円 Ｏ Ｐ 円 Ｑ 円 Ｒ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｆ×Ｇ） （＝Ｆ） （＝Ｏ×Ｐ） （＝Ｌ－Ｑ）

２　別表２に掲げる事業のうち大規模修繕等又はスプリンクラー設備等整備

設 置 者 の 対 象 経 費 の 市 上 乗 せ 市 補 助 市 補 助 金

差 引 額 選 定 額

総 事 業 費 実支出（予定）額 加 算 基 準 額 所 要 額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｉ 円 Ｊ 円 Ｋ 円

（≦Ａ） （＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤ×1/2） （＝Ｅ×0.5） （＝Ｅ＋Ｉ） （＝Ｊ）

（注） （１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）

Ｉ欄には、Ｅ欄とＨ欄を比較して少ない方の額に１の表にあっては０．５を、２の表にあっては０．５を乗じた額（ただし、千円未満は切り捨て。）を記入すること。
Ｅ欄及びＨ欄～Ｎ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

国 負 担 分

定 員 等 算 定 額 合 計

合 計

寄 付 金

Ｃ 円

１又は２の表のうち、該当する表について作成すること。

精　　　　算　　　　額　　　　内　　　　訳

Ｅ欄には、Ｂ欄とＤ欄を比較して少ない方の額に１／２を乗じた額を記入すること。

そ の 他 収 入 額

Ｃ欄には、移行時特別積立金を含めること。

設置者の名称

合 計

施設の名称

寄 付 金

Ｃ 円

施 設 種 別

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定

そ の 他 収 入 額

小 計

小 計

施 設 種 別

Ｌ 円

市 上 乗 せ

（＝Ｈ＋Ｉ）

市 補 助

Ｊ 円

基 準 額

（＝ＥｏｒＨ×0.5）

Ｉ 円

加 算

過 △ 不 足 額

市 補 助 金

算出にあたっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。
補助金算定方法が要綱によらない場合は、各々の算出方法に基づき算出した額（ただし、千円未満は切捨て。）をＪ欄に記入すること。

受 入 済 額

市 補 助 金

Ｍ 円

国 負 担 分

（ 内

市 負 担 分

受 入 済 額

Ｍ 円

差 引

（＝Ｍ－Ｋ）

Ｎ 円

過 △ 不 足 額

（＝Ｌ－Ｑ）

Ｒ 円Ｑ 円

（＝Ｅ）

所 要 額

Ｋ 円

（＝Ｊ）

差 引市 補 助 金

（＝Ｍ－Ｋ）

Ｎ 円

交 付 決 定 額

市 要 綱 別 表 ３ に よ る 算 定

（

Ｌ 円

市 補 助 金 市 補 助 金

交 付 決 定 額



様式第９号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、満２歳未満、満２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　 ２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）

事 業 実 績 報 告 書

現行定員 増加定員



（２）　事業費内訳

　ア　主体工事費 円

　イ　工事事務費 円

　ウ　小計 円

　エ　特殊付帯工事費 円

　オ　解体撤去工事費 円

　カ　仮設施設整備工事費 円

　キ　その他の工事費 円

　ク　地域交流スペース 円

　ケ　合計 円

（３）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間

（４）　添付書類

　ア　工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書

　イ　設備備品等一覧表（又は納品書写し）

　ウ　請負の場合は、工事請負契約書の写し

　ウ　直営の場合は、支払領収書の写し

　ウ　賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ）

　ウ　設備備品等購入の場合は、物品供給契約書（又は請書）等の写し



　エ　工事等請負業者からの竣工届及び引渡書の写し

　エ　工事監理業者からの完成届及び成果品納品書の写し

　エ　設備備品等納品業者からの納品書の写し

　オ　工事完了を確認するに足る検査済証の写し

　オ　（建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証）

　オ　設備備品等の検収調書（又はそれに代わるもの）の写し

　カ　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　改築の場合は、仮設施設及び既存施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、改造の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　キ　建物内外の主要部分の写真

（注） 　改築の場合は、仮設施設及び既存施設のものも添付すること。

　ク　工事契約金額報告書

　ケ　その他必要とする書類

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。



　　　　年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

発注者 社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

施工業者 株式会社　△△建設

代表取締役　△△△△

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円計

工事契約金額報告書

　発注者社会福祉法人○○会と請負者株式会社△△建設は◇◇◇施設建設工事に係る工事
請負契約を次のとおり締結し施工するとともに、交付金についてもこれに基づき算定したことを
報告する。

金　　　　　　　　額契　約　年　月　日



　　　　年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

委託者 社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

受託者 株式会社　□□設計

代表取締役　□□□□

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円

平成 年 月 日 金 円計

工事契約金額報告書

　委託者社会福祉法人○○会と受託者株式会社□□設計は◇◇◇施設建設工事に係る設計
監理委託契約を次のとおり締結し施工するとともに、交付金についてもこれに基づき算定した
ことを報告する。

金　　　　　　　　額契　約　年　月　日



様式第１０号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

％

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

添 付 書 類

１　年度内遂行実績（別紙）

３　その他必要とする書類等

２　工事監理者からの出来高報告書の写し

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金年度終了報告書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号で交付決定のあった千葉市民間児童
福祉施設建設費等補助金については、市の会計年度が終了したことに伴い、千葉市補助金等
交付規則第１２条後段の規定により、次のとおり報告します。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

年 度 内 事 業 進 捗 率

代表者氏名

法 人 名

住 所

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、
押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請で
あることを確認できる場合は記名のみで可。



様式第１０号（別紙）

事業費支払 事 業 補 助 金 完 了 予 定
実績見込額 進捗率 受 入 額 年 月

（円） （円） （円） （％） （円） （円） （円）

　　　　　年度内遂行実績

施設の種類 設置団体

施 設 の 名 称

交 付 決 定 の 内 容 年 度 内 遂 行 実 績 翌 年 度 繰 越 額 事 業 実 施 期 間

備 考
事 業 費 補 助 金 額 着 手 年 月補 助 金 額事 業 費



　　　　年　　月　　日

社会福祉法人
理事長

工事監理者

下記工事に関する出来高を調査し、承認しましたので報告します。

1

2

3

4 着工
竣工

5 工事請負額

6

7 出 来 高

施 工 者

工 事 名 称

工 事 場 所

出　　来　　高　　報　　告　　書

記

工 期

調 査 日



様式第１１号

千葉市達　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長

円

円

円

備 考

代 表 者 氏 名

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業実績報告書により、
次のとおり補助金額を確定しましたので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により通知
します。

補 助 事 業 の 経 費 精 算 額

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金額確定通知書

補 助 金 の 交 付 決 定 額

住 所

法 人 名

補 助 金 の 確 定 額

印



様式第１２号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

円

円

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

　千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金額確定通知
書の写し

添 付 書 類

法 人 名

住 所

計

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付請求書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市達　　　第　　　号により確定した補助金の交付について、
千葉市補助金等交付規則第１６条第１項の規定により、次のとおり請求します。

補 助 金 の 確 定 額

交 付 請 求 額

補 助 金 の 既 交 付 額

代表者氏名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、
押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請で
あることを確認できる場合は記名のみで可。



様式第１３号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

円

円

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

　千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付決定通
知書の写し

添 付 書 類

法 人 名

住 所

計

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金一括（分割）事前交付請求書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　　第　　　　号により交付決定のあった補助金の
一括（分割）事前交付を次のとおり受けたいので、千葉市補助金等交付規則第１６条第２項に
おいて準用する同条第１項の規定により、請求します。

補 助 金 の 交 付 決 定 額

今 回 の 交 付 請 求 額

補 助 金 の 既 交 付 額

代表者氏名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、
押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請で
あることを確認できる場合は記名のみで可。



様式第１４号

千葉市達　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

円

円

円

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付決定取消通知書

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により通知した交付決定の全部（一部）
を次のとおり取り消しましたので、千葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第
６条の規定により通知します。

取 消 額

審査請求等について
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以
内に、千
　葉市長に対してすることができます。
２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月
以内に、
　千葉市を被告として提起することができます。

取 消 の 理 由

補 助 金 の 交 付 決 定 額

取 消 後 の 交 付 決 定 額

印



様式第１５号

千葉市達　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　　　

円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

年 月 日交付 円

円

円

円

年 月 日まで

審査請求等について
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以
内に、千
　葉市長に対してすることができます。
２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月
以内に、
　千葉市を被告として提起することができます。

補 助 金 の 確 定 額

返 還 す べ き 金 額

返 還 期 限

法 人 名

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金返還命令書

補 助 金 の 交 付 決 定 額

補 助 金 の 既 交 付 額

住 所

代 表 者 氏 名

返 還 方 法

返 還 を 命 ず る 理 由

計

　千葉市補助金等交付規則第１８条第　項の規定により、次のとおり返還を命じます。

印



様式第１６号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

１　補助金の額の確定額

代 表 者 氏 名

　　 ２　補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。

金　　　　　　　　　　　　円

有　　・　　無

一般課税　　・　　簡易課税

金　　　　　　　　　　　　円

金　　　　　　　　　　　　円

金　　　　　　　　　　　　円

２　消費税の申告の有無（どちらかを選択）

４　補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額

　　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により補助金の交付決定（補助事
業中止（廃止)承認）のあった千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金に係る消費税仕入控
除税額について、次のとおり報告します。

消費税仕入控除税額報告書

住 所

法 人 名

(注）１　別紙として積算の内訳を添付すること。

（２で「無」を選択の場合は以下不要）

３　仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要）

５　消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額

６　補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印
又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを
確認できる場合は記名のみで可。



様式第１－２号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

担当部署名：　　　　　　　　　　　　　

担当者名：　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号、メールアドレス等）： 

補助事業の着手予定年月日

補助事業の完了予定年月日

添 付 書 類

１　申請額内訳（別紙１のとおり）

２　事業計画書（別紙２のとおり）

３　当該工事等に係る収支予算書

４　その他必要とする書類

交 付 を 受 け た い 時 期

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付申請書

住 所

法 人 名

代表者氏名

　　　　　　　年度において、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金の交付を受けたいので、
千葉市補助金等交付規則第３条の規定により、次のとおり申請します。

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容

交 付 申 請 金 額

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又
は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを確認
できる場合は記名のみで可。



様式第１－２号（別紙１）

施設の名称　

種類　　　　　

１　保育所

設 置 者 の 対 象 経 費 の 寄 付 金 市 補 助 金

差 引 額 選 定 額 工事費に係る基 設 計 料 加 算 保育所開設準備 交 付 基 準 額 国 負 担 分 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 その他収入額 準額 費加算 所 要 額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｃ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ 円 Ｇ 円 Ｈ 円 J 円 M 円 N 円 O 円

（＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤの低いほう） Ｉ 円 （＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） （＝K×3/4＋L） （＝M－N）

解体撤去工事

仮設施設整備工事

※対象経費の実支出（予定）額の工事事務費は、Ａの本体工事と特殊附帯工事の額の2.6％を限度とする。

保育所開設準備費加算 設計料加算 当該年度分の市補助金所要額の算定（※２か年事業の場合のみ使用）

増加定員数 保育所開設準備 本体工事費及び 市 補 助 金

特殊附帯工事費 国 負 担 分 市 負 担 分

費加算 に係る基準額 所 要 額

Q 円 R 円 S 円

a 円 b 人 Ｈ 円 　　ｃ　　　　円

(=a×b）

※ J、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Oについては、千円未満を切り捨てとすること
※ Kは、以下①及び②に該当する場合、Eor（J×3/2）の低い方とし、③及び④に該当する場合、Eor（J×2）の低い方とする。

①補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（１）に該当する場合。
②補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が2/3となる場合。
③補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（２）に該当する場合。
④補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が1/2となる場合。

公立保育所の民間移管の特例算定
対 象 経 費 の 民間移管特例 補助基本額と 民間移管特例 民間移管特例

対 象 経 費 の

実支出（予定）額 補 助 基 準 額 実支出額との差 算 定 基 準 額 市補助金所要額

d 円 e 円 f 円 g 円 L 円

（ ＝
B-K ）

（＝d、e、fのいず
れか低い額※3）

（＝g×3/4）

大型遊具※1 2,500,000

駐車場※2 3,500,000

※1　1の「大型遊具」と同額　
※2　1の「その他工事」のうち駐車場に係る経費
※3　大型遊具のみ、f＜０（ゼロ）の場合は０（ゼロ）円

（内訳）

（＝M×P/100） （＝N×P/100） （＝Q－R）
P ％

進 捗 率

対象経費

合　　　　　　計

合計

地域の余裕スペース活用促進加算

Ｇ　　　円

（＝ｃ×5％）

本体工事

備品

大型遊具

特殊附帯工事

その他工事

工事事務費

実施設計費

開設準備費

申　　　　　　　請　　　　　　　額　　　　　　　内　　　　　　　訳

設置者の名称　　

整備区分　　　　

工事種別

算　　　　　　　　　　定 （内訳）

交付基準額の算定額 補 助 民間移管特例

K 円

（＝K×(1/2また
は2/3））

L 円

地域の余裕ス
ペース活用促進
加算

工事種別

本体工事

土地賃借料

合 計

整備後の定員
区分における
交付基準額

特殊附帯工事

基 本 額 市補助金所要額

（＝Ｅｏｒ（J×2ま
たはJ×3/2）の
低いほう）

設 計 料 加 算



様式第１－２号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、２歳未満児、２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

事 業 計 画 書

現行定員 増加定員 合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）



（２）　事業費内訳

実施設計費

開設準備費

土地賃借料

（３）　財源内訳

　ア　国交付金 円

　イ　市補助金 円

　ウ　小計 円

　エ　設置者負担金 円

　　　（内訳）寄付金 円

　　　　　　　その他（内訳別） 円

　オ　合計 円

（４）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間

本体工事

総事業費

単位（円）

備品

大型遊具

特殊附帯工事

合計

工事事務費

解体撤去工事

仮設施設整備工事

その他工事



（５）　年次計画

（６）　添付書類

　ア　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　仮設施設を設ける場合は、仮設施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、増築の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　イ　工事費費目別内訳書、調弁一覧表

　ウ　工事費等見積書

（注） 　建設工事費、設計監理費、備品購入費、大型遊具購入費、解体撤去工事費、

仮設施設整備工事費等の内訳が分かるようにすること。

　エ　工程表

　オ　公立保育所の民間移管の特例算定にあたって必要とする書類

　カ　その他必要とする書類

（注） 　交付申請時において、工事請負契約等が締結されているものについては、契約書

の写しを添付すること。

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。

単年度事業

２か年事業 　　年度　　％　　　年度　　％



様式第２－２号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

円

　　　 年 月 日

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付決定通知書

補助金の交付決定額

補助金交付予定時期

交付条件

備考

１　補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならな
い。
（ア）建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。）
（イ）建物等の用途
（ウ）利用定員
（エ）補助事業に要する経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）
２　補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、あらかじめ市長の承認
を受けなければならない。
３　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに
市長に報告してその指示を受けなければならない。
４　補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は
効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補
助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならな
い。
５　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市
に納付させることがある。
６　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者
の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
７　消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民間児童福祉施設建設費等補
助金交付要綱第１０条の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕
入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
８　事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事
業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わ
ず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割
合等の申告内容に基づき報告を行うこと。市長は、前述の報告があった場合には、当該消費税及び地方
消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
９　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整
理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、
その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。
10　補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けては
ならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
11　補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方
が当該工事を一括して第三者に請け負わせることは承諾してはならない。
12　事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱
いに準拠しなければならない。
13　その他市長が必要と認める事項。

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金につ
いて、次のとおり交付決定しましたので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定により通知し
ます。

住 所

法 人 名

代表者氏名

印



様式第３－２号

年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

円

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

添 付 書 類

４　その他必要とする書類

３　当該工事等に係る収支予算書

２　変更後の事業計画書（別紙２のとおり）

１　変更申請額内訳（別紙１のとおり）

代表者氏名

　　　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により交付決定のあった千葉市民間児
童福祉施設建設費等補助金について、交付決定を変更されたく、千葉市民間児童福祉施設建
設費等補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり申請します。

事 業 の 変 更 内 容

変 更 理 由

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業変更交付申請書

補 助 金 既 交 付 決 定 額

交 付 申 請 金 額

住 所

法 人 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又
は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを確認
できる場合は記名のみで可。

交 付 を 受 け た い 時 期

補助事業の着手予定年月日

補助事業の完了予定年月日



様式第３－２号（別紙１）

施設の名称　

種類　　　　　

１　保育所

設 置 者 の 対 象 経 費 の 寄 付 金 市 補 助 金 市 補 助 金

差 引 額 選 定 額 工事費に係る基 設 計 料 加 算 保育所開設準備 交 付 基 準 額 差 引 額 国 負 担 分 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 その他収入額 準額 費加算 所 要 額 既交付決定額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｃ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ 円 Ｇ 円 Ｈ 円 J 円 　　M　　　　円　 N 円 O 円 P 円 Q 円

（＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤの低いほう） Ｉ 円 （＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） （＝K×3/4＋L） （＝M－P）

解体撤去工事

仮設施設整備工事

※対象経費の実支出（予定）額の工事事務費は、Ａの本体工事と特殊附帯工事の額の2.6％を限度とする。

保育所開設準備費加算 設計料加算 当該年度分の市補助金所要額の算定（※２か年事業の場合のみ使用）

増加定員数 保育所開設準備 本体工事費及び 市 補 助 金

特殊附帯工事費 市 負 担 分

費加算 に係る基準額 所 要 額

S 円 U 円

a 円 b 人 Ｈ 円 　　ｃ　　　　円

(=a×b）

※ J、Ｋ、Ｌ、Ｍ、P、Qについては、千円未満を切り捨てとすること
※ Kは、以下①及び②に該当する場合、Eor（J×3/2）の低い方とし、③及び④に該当する場合、Eor（J×2）の低い方とする。

①補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（１）に該当する場合。
②補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が2/3となる場合。
③補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（２）に該当する場合。
④補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が1/2となる場合。

公立保育所の民間移管の特例算定
対 象 経 費 の 民間移管特例 補助基本額と 民間移管特例 民間移管特例

対 象 経 費 の

実支出（予定）額 補 助 基 準 額 実支出額との差 算 定 基 準 額 市補助金所要額

d 円 e 円 f 円 g 円 L 円

（ ＝
B-K）

（＝d、e、fのい
ずれか低い額※

3）
（＝g×3/4）

大型遊具※1 2,500,000

駐車場※2 3,500,000

合　　　　　　計
※1　1の「大型遊具」と同額　
※2　1の「その他工事」のうち駐車場に係る経費
※3　大型遊具のみ、f＜０（ゼロ）の場合は０（ゼロ）円

地域の余裕ス
ペース活用促進
加算

工事種別

本体工事

特殊附帯工事

進 捗 率

（＝Ｅｏｒ（J×2ま
たはJ×3/2）の
低いほう）

（内訳）

（＝S－T）

国負担分

T 円

（＝P×R/100）
R ％

（＝M×R/100）

（内訳）

（＝K×(1/2または
2/3））

（（＝N－M）また
は（＝N－S））

整備後の定員
区分における
交付基準額

設 計 料 加 算

合計

変　　　更　　　申　　　請　　　額　　　　内　　　　訳

設置者の名称　　

整備区分　　　　

工事種別

算　　　　　　　　　　定

交付基準額の算定額 補 助 民間移管特例

K 円 L 円

基 本 額 市補助金所要額

本体工事

特殊附帯工事

実施設計費

開設準備費

土地賃借料

その他工事

工事事務費

対象経費

大型遊具

合 計

（＝ｃ×5％）

Ｇ　　　円

地域の余裕スペース活用促進加算

備品



様式第３－２号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、２歳未満児、２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

変 更 後 の 事 業 計 画 書

現行定員 増加定員 合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）



（２）　事業費内訳

実施設計費

開設準備費

土地賃借料

（３）　財源内訳

　ア　国交付金 円

　イ　市補助金 円

　ウ　小計 円

　エ　設置者負担金 円

　　　（内訳）寄付金 円

　　　　　　　その他（内訳別） 円

　オ　合計 円

（４）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間

総事業費

単位（円）

本体工事

備品

大型遊具

特殊附帯工事

解体撤去工事

仮設施設整備工事

その他工事

工事事務費

合計



（５）　年次計画

（６）　添付書類（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略できる。）

　ア　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　仮設施設を設ける場合は、仮設施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、増築の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　イ　工事費費目別内訳書、調弁一覧表

　ウ　工事費等見積書

（注） 　建設工事費、設計監理費、備品購入費、大型遊具購入費、解体撤去工事費、

仮設施設整備工事費等の内訳が分かるようにすること。

　エ　工程表

　オ　公立保育所の民間移管の特例算定にあたって必要とする書類

　カ　その他必要とする書類

（注） 　交付申請時において、工事請負契約等が締結されているものについては、契約書

の写しを添付すること。

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。

単年度事業

２か年事業 　　年度　　％　　　年度　　％



様式第４－２号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

円

　　 年 月 日

住 所

法 人 名

備考 （変更前の交付決定通知）　　年　月　日付け千葉市指令　　　　第　　　号

代 表 者 氏 名

　  　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金につい
て、次のとおり交付決定しましたので、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金交付要綱第
８条第２項の規定により通知します。

補助金の交付決定額

補助金交付予定時期

交付条件

１　補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならな
い。
（ア）建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。）
（イ）建物等の用途
（ウ）利用定員
（エ）補助事業に要する経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）
２　補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、あらかじめ市長の承認
を受けなければならない。
３　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに
市長に報告してその指示を受けなければならない。
４　補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は
効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補
助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならな
い。
５　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市
に納付させることがある。
６　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者
の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
７　消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民間児童福祉施設建設費等補
助金交付要綱第１０条の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕
入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
８　事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事
業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わ
ず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合
等の申告内容に基づき報告を行うこと。市長は、前述の報告があった場合には、当該消費税及び地方消
費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
９　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整
理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、
その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。
10　補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けては
ならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
11　補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方
が当該工事を一括して第三者に請け負わせることは承諾してはならない。
12　事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱い
に準拠しなければならない。
13　その他市長が必要と認める事項。

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金変更交付決定通知書

印



様式第６－２号

千葉市指令　　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

千葉市長　　

年 月 日

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業の
中止（廃止）について、次のとおり承認しましたので、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助
金交付要綱第８条第４項の規定により通知します。

中止 （廃止 ）予定年月日

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業中止（廃止）承認通知書

備 考

中 止 （ 廃 止 ） 条 件

１　補助事業が予定の期間内に中止又は廃止できない場合に
　は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
２　市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった
　場合には、その収入の一部又は全部を市に納付させることが
　ある。
３　補助事業者が既に補助金の一部又は全部の交付を受けて
　いる場合は、返還すること。
４　補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、
　当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該
　帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了
　後５年間保管しておかなければならない。
５　その他市長が必要と認める事項

住 所

法 人 名

代表者氏名

印



様式第９－２号

　　　　年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

年 月 日

円

年 月 円

年 月 円

年 月 円

円

円

日月

補 助 金 の 経 費 精 算 額

補 助 金 の 交 付 決 定 額

補 助 金 の 既 交 付 額
日交付

計

日交付

千葉市民間児童福祉施設建設費等補助事業実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け千葉市指令　　　第　　　号により補助金の交付決定（補助事業中
止（廃止)承認）のあった千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金について、千葉市補助金
等交付規則第１２条の規定により、次のとおり報告します。

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印
又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを
確認できる場合は記名のみで可。

補 助 事 業 の 着 手 年 月 日

補 助 事 業 の 完 了 年 月 日

日交付

（中止（廃止）にあっては承認年月日）
年

５　その他必要とする書類

３　当該工事等に係る収支決算書（見込書）

２　事業実績報告書（別紙２のとおり）

４　補助事業の経過及び成果を証する書類

添 付 書 類

１　精算額内訳（別紙１のとおり）



様式第９－２号（別紙１）

施設の名称　

種類　　　　　

１　保育所

設 置 者 の 対 象 経 費 の 寄 付 金 市 補 助 金 市 補 助 金 市 補 助 金 差 引

差 引 額 選 定 額 工事費に係る基 設 計 料 加 算 保育所開設準備 交 付 基 準 額 国 負 担 分 市 負 担 分

総 事 業 費 実支出（予定）額 そ の 他 収 入 額 準額 費加算 所 要 額 交 付 決 定 額 受 入 済 額 過 △ 不 足 額

Ａ 円 Ｂ 円 Ｃ 円 Ｄ 円 Ｅ 円 Ｆ 円 Ｇ 円 Ｈ 円 J 円 　　M　　　　円　 N 円 O 円 P 円 Q 円 R 円

（＝Ａ－Ｃ） （＝ＢｏｒＤの低いほう） Ｉ 円 （＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） （＝K×3/4＋L） （＝M－Q）

解体撤去工事

仮設施設整備工事

※対象経費の実支出（予定）額の工事事務費は、Ａの本体工事と特殊附帯工事の額の2.6％を限度とする。

保育所開設準備費加算 設計料加算 当該年度分の市補助金所要額の算定（※２か年事業の場合のみ使用）

増加定員数 保育所開設準備 本体工事費及び 市 補 助 金

特殊附帯工事費 国 負 担 分 市 負 担 分

費加算 に 係 る 基 準 額 所 要 額

T 円 U 円 V 円

a 円 b 人 Ｈ 円 　　ｃ　　　　円

(=a×b）

※ J、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Q、Rについては、千円未満を切り捨てとすること
※ Kは、以下①及び②に該当する場合、Eor（J×3/2）の低い方とし、③及び④に該当する場合、Eor（J×2）の低い方とする。

①補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（１）に該当する場合。
②補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が2/3となる場合。
③補助事業が「安心こども基金管理運営要領」別添１の３（２）に該当する場合。
④補助事業が「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の別表１－８に定める国負担割合が1/2となる場合。

公立保育所の民間移管の特例算定
対 象 経 費 の 民 間 移 管 特 例 補 助 基 本 額 と 民 間 移 管 特 例 民 間 移 管 特 例

対 象 経 費 の

実支出（予定）額 補 助 基 準 額 実支出額との差 算 定 基 準 額 市補助金所要額

d 円 e 円 f 円 g 円 L 円

（＝B-
K ）

（＝d、e、fのい
ずれか低い額※

3）
（＝g×3/4）

大型遊具※1 2,500,000

駐車場※2 3,500,000

※1　1の「大型遊具」と同額　
※2　1の「その他工事」のうち駐車場に係る経費
※3　大型遊具のみ、f＜０（ゼロ）の場合は０（ゼロ）円

合計

地域の余裕スペース活用促進加算

設 計 料 加 算

精　　　　　　　算　　　　　　　額　　　　　　　内　　　　　　　訳

備品

大型遊具

特殊附帯工事

整備後の定員
区分における
交付基準額

対象経費

合　　　　　　計

（内訳）

（＝K×(1/2または
2/3））

Ｇ　　　円

（＝ｃ×5％）

合計

本体工事

（＝Ｅｏｒ（J×2ま
たはJ×3/2）の
低いほう）

その他工事

工事事務費

実施設計費

開設準備費

土地賃借料

K 円 L 円

設置者の名称　　

整備区分　　　　

工事種別

算　　　　　　　　　　定

交付基準額の算定額 補 助 民 間 移 管 特 例

基 本 額 市補助金所要額
地域の余裕ス
ペース活用促進
加算

工事種別

本体工事

特殊附帯工事

（（＝O－M）または
（＝O－T））

S ％
（＝M×S/100） （＝Q×S/100） （＝T－U）

（内訳）

進 捗 率



様式第９－２号（別紙２）

１　施設の概要

（１）　施設の名称及び所在地（交付申請時から施設の名称に変更がある場合は交付申請時の

　　　名称も併記すること。）

（２）　施設の種類

（３）　設置主体及び経営主体（交付申請時から変更がある場合は交付申請時の主体名も併記

　　　すること。）

（４）　入所（利用）定員

（注） １　保育所については、満２歳未満、満２歳児、３歳以上児とに区分すること。

　　　　２　母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２　施設整備に係る事業内容

（１）　施設の規模及び構造

　ア　整備事業（解体撤去工事・仮設施設工事を除く）

　　（ア）　敷地面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

　　（ウ）　施設整備の区分（創設、拡張等の別）

　　（エ）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（オ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　イ　解体撤去工事（既存施設に係るもの）

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

　　（ウ）　建築年月日

　ウ　仮設施設工事

　　（ア）　建物の面積　　建築面積　　　　　　　　　　　　㎡、延面積　　　　　　　　　　　㎡

　　（イ）　建物の構造　　　　　　　　　　　　　造

事 業 実 績 報 告 書

現行定員 増加定員 合計

人（世帯） 人（世帯） 人（世帯）



（２）　事業費内訳

実施設計費

開設準備費

土地賃借料

※当年度における支出済事業費及び対象経費の実支出額を記入すること。

（３）　施工期間

　ア　直営・請負の別

　イ　契約年月日

　ウ　着工年月日

　エ　竣工年月日

　オ　事業開始年月日

　カ　解体撤去工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　着工年月日

　　（ウ）　完了年月日

　キ　仮設施設整備工事関係

　　（ア）　直営・請負の別

　　（イ）　工事期間

　　（ウ）　仮設施設の使用期間

（４）　年次計画

単年度事業

２か年事業 　　年度　　％　　　年度　　％

仮設施設整備工事

その他工事

工事事務費

合計

備品

大型遊具

特殊附帯工事

解体撤去工事

本体工事

総事業費

単位（円）

対象経費の

実支出額

単位（円）



（５）　添付書類

　ア　工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書

　イ　設備備品等一覧表（又は納品書写し）

　ウ　請負または直営の場合は、支払領収書の写し※

　 　　賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ）

　 　　設備備品等購入の場合は、支払領収書等の写し※

※２か年事業の１年目の場合は、前金払または出来高に応じた領収書を添付

　エ　工事等請負業者からの竣工届及び引渡書の写し

　 　　工事監理業者からの完成届及び成果品納品書の写し

　 　　設備備品等納品業者からの納品書の写し

　オ　工事完了を確認するに足る検査済証の写し

　　　 （建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証）

　　　　設備備品等の検収調書（又はそれに代わるもの）の写し

　カ　案内図、配置図、各階平面図、立面図、各室面積表

（注） １　仮設施設を設けた場合は、仮設施設の配置図、平面図、各室面積表を添付

　すること。

２　拡張、増築の場合は、配置図、平面図及び各室面積表に既存施設との関係を

　明示すること。

　キ　建物内外の主要部分の写真

（注） 　仮設施設を設けた場合は、仮設施設のものも添付すること。

　ク　工事契約金額報告書

　ケ　公立保育所の民間移管の特例算定にあたって必要とする書類

　コ　その他必要とする書類

※　事業形態に応じて、項目の削除・追加を行うこと。



　　　　年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

発注者 社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

施工業者 株式会社　△△建設

代表取締役　△△△△

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円計

工事契約金額報告書

　発注者社会福祉法人○○会と請負者株式会社△△建設は◇◇◇施設建設工事に係る工事
請負契約を次のとおり締結し施工するとともに、交付金についてもこれに基づき算定したことを
報告する。

金　　　　　　　　額契　約　年　月　日



　　　　年　　月　　日

（あて先）

　　千葉市長

委託者 社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

受託者 株式会社　□□設計

代表取締役　□□□□

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円計

工事契約金額報告書

　委託者社会福祉法人○○会と受託者株式会社□□設計は◇◇◇施設建設工事に係る設計
監理委託契約を次のとおり締結し施工するとともに、交付金についてもこれに基づき算定した
ことを報告する。

金　　　　　　　　額契　約　年　月　日


